
【香川県令和5年度集団指導（介護保険施設等）】 特定施設入居者生活介護

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に
係る部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項に
ついて（平成12年３月８日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）

４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算として、
イについては所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ロ及びハについては所定単位数
の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
四十二の二 特定施設入居者生活介護費における身体拘束廃止未実施減算の基準

指定居宅サービス等基準第百八十三条第五項及び第六項（指定居宅サービス等基準第百九十二条の十
二において準用する場合を含む。）に規定する基準に適合していること。

【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七
号）】
（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針）
第百八十三条

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時
間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講
じなければならない。
 一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと
ができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の
従業者に周知徹底を図ること。
 二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するこ
と。

２の(6)を準用する。

(6) 身体拘束廃止未実施減算について

 身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場合ではな
く、居宅サービス基準第128条第５項の記録(同条第４項に規定する身体的拘束等を行う場合の記
録)を行っていない場合及び同条第６項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について
所定単位数から減算することとなる。具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化の
ための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化のための指
針を整備していない又は身体的拘束等の適正化のため定期的な研修を実施していない事実が生じた
場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基
づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月
までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。

【変更】身体拘束廃止未実施減算
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５ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算と
して、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
四十二の二の二 特定施設入居者生活介護費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準

 指定居宅サービス等基準第百九十二条又は第百九十二条の十二において準用する指定居宅
サービス等基準第三十七条の二に規定する基準に適合していること。

６ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、
所定単位数の100分の３に相当する単位数を所定単位数から減算する。

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
四十二の二の三 特定施設入居者生活介護費における業務継続計画未策定減算の基準

 指定居宅サービス等基準第百九十二条又は第百九十二条の十二において準用する指定居宅
サービス等基準第三十条の二第一項に規定する基準に適合していること。

２の(7)を準用する。

(7) 高齢者虐待防止措置未実施減算について

 高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではな
く、指定居宅サービス基準第140条（指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を
含む。）又は第140条の15において準用する第37条の２に規定する措置を講じていない場合に、利
用者全員について所定単位数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策
を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高
齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施す
るための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した
後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、
事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数
から減算することとする。

２の(8)を準用する。

(8) 業務継続計画未策定減算について

 業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第140条（指定居宅サービス等基
準第140条の13において準用する場合を含む。）又は第140条の15において準用する指定居宅サー
ビス等基準第30条の２第１項に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を
満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消される
に至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算することとする。
 なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指
針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しないが、義務と
なっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

【新設】高齢者虐待防止措置未実施減算

【新設】業務継続計画未策定減算

2 / 15 ページ



【香川県令和5年度集団指導（介護保険施設等）】 特定施設入居者生活介護

７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理
組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行っ
た指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、
当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、ルを
算定している場合においては、算定しない。また、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 入居継続支援加算(Ⅰ) 36単位
(2) 入居継続支援加算(Ⅱ) 22単位

(7) 入居継続支援加算について

① （略）
② 上記については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）第１条各
号に掲げる行為を必要とする者及び次のいずれかに該当する者の占める割合を算出する場合におい
ても同様である。
 ａ 尿道カテーテル留置を実施している状態
 ｂ 在宅酸素療法を実施している状態
 ｃ インスリン注射を実施している状態
   ただし、入居者の医療ニーズを踏まえた看護職員によるケアを推進するという加算の趣旨か
ら、この算定を行う場合においては、事業所に常勤の看護師を１名以上配置し、看護に係る責任者
を定めておかなければならない。
③ （略）
④ 当該加算を算定する場合にあっては、 ルのサービス提供体制強化加算は算定できない。
⑤ 必要となる介護福祉士の数が常勤換算方法で入居者の数が７又はその端数を増すごとに １以上
である場合においては、次の要件を満たすこと。
 イ 「業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器を複数種類使用」とは、以
下に掲げる介護機器を使用することであり、少なくともａからｃまでに掲げる介護機器は使用する
こととする。その際、ａの機器は全ての居室に設置し、ｂの機器は全ての介護職員が使用するこ
と。
  ａ 見守り機器
  ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器

【変更】入居継続支援加算
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  ｂ インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するＩＣＴ機器

  ｃ 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するＩＣＴ機器
  ｄ 移乗支援機器
  ｅ その他業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器
    介護機器の選定にあたっては、事業所の現状の把握及び業務面において抱えている課題の
洗い出しを行い、業務内容を整理し、従業者それぞれの担うべき業務内容及び介護機器の活用方法
を明確化した上で、洗い出した課題の解決のために必要な種類の介護機器を選定すること。
 ロ 介護機器の使用により業務効率化が図られた際、その効率化された時間は、ケアの質の向上
及び職員の負担の軽減に資する取組に充てること。
     ケアの質の向上への取組については、幅広い職種の者が共同して、見守り機器やバイタルサ
イン等の情報を通じて得られる入居者の記録情報等を参考にしながら、適切なアセスメントや入居
者の身体の状況等の評価等を行い、必要に応じ、業務体制を見直すこと。
 ハ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた
めの委員会 （以下この⑤において「委員会」という。） は３月に１回以上行うこと。委員会は、
テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。なお、個人情報保護委員会・厚生労働
省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。
   また、委員会には、管理者だけでなく実際にケアを行う職員を含む幅広い職種や役割の者が
参画するものとし、実際にケアを行う職員の意見を尊重するよう努めることとする。
 ニ 「入居者の安全及びケアの質の確保」に関する事項を実施すること。具体的には次の事項等
の実施により利用者の安全及びケアの質の確保を行うこととする。
  ａ 介護機器から得られる睡眠状態やバイタルサイン等の情報を入居者の状態把握に活用す

ること。
    ｂ 介護機器の使用に起因する施設内で発生したヒヤリ・ハット事例等の状況を把握し、その
原因を分析して再発の防止策を検討すること。
 ホ 「職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮」に関する事項を実施すること。具体的には、実
際にケアを行う介護福祉士を含めた介護職員に対してアンケートやヒアリング等を行い、介護機器
の導入後における次の事項等を確認し、人員配置の検討等が行われていること。
  ａ ストレスや体調不安等、職員の心身の負担が増えていないかどうか
  ｂ １日の勤務の中で、職員の負担が過度に増えている時間帯がないかどうか
  ｃ 休憩時間及び時間外勤務等の状況
 ヘ 日々の業務の中で予め時間を定めて介護機器の不具合がないことを確認する等のチェックを
行う仕組みを設けること。また、介護機器のメーカーと連携し、定期的に点検を行うこと。
 ト 介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
四十二の三 特定施設入居者生活介護費及び地域密着型特定施設入居者生活介護費における入居継続
支援加算の基準

イ 入居継続支援加算(Ⅰ) (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)及び(4)に掲げる基準のいず
れにも適合すること。
 (1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合
が入居者の百分の十五以上であること。
 (2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいず
れかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の十五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名
以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
  (一) 尿道カテーテル留置を実施している状態
  (ニ) 在宅酸素療法を実施している状態
  (三) インスリン注射を実施している状態
 (3) 介護福祉士の数が、常勤換算方法（指定居宅サービス等基準第二条第八号に規定する常勤換
算方法又は指定地域密着型サービス基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。）で、入居者
の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、次に掲げる基準のいずれにも適合す
る場合は、介護福祉士の数が、常勤換算方法で、入居者の数が七又はその端数を増すごとに一以上で
あること。
  (一) 介護機器を複数種類使用していること。
  (ニ) 介護機器の使用に当たり、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同
して、アセスメント(入居者の心身の状況を勘案し、自立した日常生活を営むことができるように支
援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)及び入居者の身体の状況等の評価を行い、職員
の配置の状況等の見直しを行っていること。

  (三) 介護機器を活用する際の安全体制及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する次に
掲げる事項を実施し、かつ、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会を設置し、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他の職種の者と
共同して、当該委員会において必要な検討等を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認すること。
   a 入居者の安全及びケアの質の確保
   b 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
   c 介護機器の定期的な点検
   d 介護機器を安全かつ有効に活用するための職員研修
 (4) 通所介護費等算定方法第五号及び第九号に規定する基準のいずれにも適合していないこと。

ロ 入居継続支援加算(Ⅱ) (1)又は(2)のいずれかに適合し、かつ、(3)に掲げる基準に適合するこ
と。
 (1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者の占める割合
が入居者の百分の五以上であること。
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 ト 介護機器の使用方法の講習やヒヤリ・ハット事例等の周知、その事例を通じた再発防止策の
実習等を含む職員研修を定期的に行うこと。
   この場合の要件で入居継続支援加算を取得する場合においては、３月以上の試行期間を設け
ることとする。入居者の安全及びケアの質の確保を前提にしつつ、試行期間中から委員会を設置
し、委員会において、介護機器の使用後の人員体制とその際の職員の負担のバランスに配慮しなが
ら、介護機器の使用にあたり必要な人員体制等を検討し、安全体制及びケアの質の確保、職員の負
担軽減が図られていることを確認した上で、届出をすること。なお、試行期間中においては、通常
の入居継続支援加算の要件を満たすこととする。
   届出にあたり、都道府県等が委員会における検討状況を確認できるよう、委員会の議事概要
を提出すること。また、介護施設のテクノロジー活用に関して、厚生労働省が行うケアの質や職員
の負担への影響に関する調査・検証等への協力に努めること。

が入居者の百分の五以上であること。
 (2) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行為を必要とする者及び次のいず
れかに該当する状態の者の占める割合が入居者の百分の五以上であり、かつ、常勤の看護師を一名以
上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
  (一) 尿道カテーテル留置を実施している状態
  (ニ) 在宅酸素療法を実施している状態
  (三) インスリン注射を実施している状態
 (3) イ(3)及び(4)に該当するものであること。
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10 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処
理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を
行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合
は、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する月の翌月から
12月以内の期間に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定
単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 30単位
ロ ADL維持等加算(Ⅱ) 60単位

(10) ＡＤＬ維持等加算について

① ＡＤＬの評価は、一定の研修を受けた者により、 Barthel Indexを用いて行うものとする。
② 大臣基準告示第16号の２イ(2)における厚生労働省へのＡＤＬ値の提出は、ＬＩＦＥを用いて
行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（Ｌ
ＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照さ
れたい。
   サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利
用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（Plan）、当該計画に基づく個別機能訓練の実施
（Do）、当該実施内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Ａ
Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。
   提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するた
め、適宜活用されるものである。
③ 大臣基準告示第16号の２イ(3)及びロ(2)におけるＡＤＬ利得は、評価対象利用開始月の翌月か
ら起算して６月目の月に測定したＡＤＬ値から、評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値を控除し
て得た値に、次の表の上欄の評価対象利用開始月に測定したＡＤＬ値に応じてそれぞれ同表の下欄
に掲げる値を加えた値を平均して得た値とする。

【変更】ＡＤＬ維持等加算
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④ ハにおいてＡＤＬ利得の平均を計算するに当たって対象とする者は、ＡＤＬ利得の多い順に、
上位100分の10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるもの
とする。）及び下位100分の10に相当する利用者（その数に１未満の端数が生じたときは、これを
切り捨てるものとする。）を除く利用者（以下この(10)において「評価対象利用者」という。）と
する。
⑤ 加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てい
る場合は、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とする。
⑥ 令和６年度については、令和６年３月以前よりＡＤＬ維持等加算 (Ⅱ)を算定している場合、 Ａ
ＤＬ利得に関わらず、評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月に限り算定を継続すること
ができる。

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
十六の二 通所介護費、特定施設入居者生活介護費、地域密着型通所介護費、認知症対応型通所介護
費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費及び介護
福祉施設サービスにおけるＡＤＬ維持等加算の基準

イ ADL維持等加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1) 評価対象者(当該事業所又は当該施設の利用期間((2)において「評価対象利用期間」という。)
が六月を超える者をいう。以下この号において同じ。)の総数が十人以上であること。
 (2) 評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)
と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービス
の利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」という。)を
測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
 (3) 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価
対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下
「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。

ロ ＡＤＬ維持等加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1) イ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
 (2) 評価対象者のＡＤＬ利得の平均値が三以上であること。

【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成二十七年厚生労働省告示第九十四号）】
二十八の三 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活介護費の注10の厚生労働
大臣が定める期間

ADL維持等加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して十二月までの期間

ＡＤＬ値が0以上25以下 2
ＡＤＬ値が30以上50以下 2
ＡＤＬ値が55以上75以下 3
ＡＤＬ値が80以上100以下 4
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11 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして、電子
情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届
出を行った指定特定施設において、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った
場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他
の加算は算定しない。

(1) 夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位
(2) 夜間看護体制加算(Ⅱ) ９単位

【厚生労働大臣が定める施設基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十六号）】
二十三 指定特定施設入居者生活介護における夜間看護体制加算に係る施設基準

イ 夜間看護体制加算(Ⅰ)を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準
 (1) 常勤の看護師を一名以上配置し、看護に係る責任者を定めていること。
 (2) 当該加算を算定する期間において、夜勤又は宿直を行う看護職員の数が一名以上で
あって、かつ、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保していること。
 (3) 重度化した場合における対応に係る指針を定め、入居の際に、利用者又はその家族
等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

ロ 夜間看護体制加算(Ⅱ)を算定すべき指定特定施設入居者生活介護の施設基準
 (1) イ(1)及び(3)に該当するものであること。
 (2) 看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションとの
連携により、利用者に対して、二十四時間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて健
康上の管理等を行う体制を確保していること。

【変更】夜間看護体制加算

(11) 夜間看護体制加算について

① 注11の夜間看護体制加算の取扱いについては、以下のとおりとすること。
② 夜間看護体制加算 (Ⅰ)を算定する場合の、「夜勤又は宿直を行う看護職員の数が１名以上」と
は、病院、診療所または指定訪問看護ステーション（以下、「病院等」という。）の看護師又は准
看護師が、当該病院等の体制に支障を来すことなく、特定施設において夜勤又は宿直を行う場合に
ついても、当該特定施設の施設基準を満たすものとして差し支えない。
   また、特定施設と同一建物内に病院等が所在している場合、当該病院等の体制に支障を来すこ
となく、当該病院等に勤務する看護師又は准看護師が、特定施設において夜勤又は宿直を行った場
合と同等の迅速な対応が可能な体制を確保していれば、同様に当該特定施設の施設基準を満たすも
のとして差し支えない。
③ 夜間看護体制加算 (Ⅱ)を算定する場合の、 「24時間連絡できる体制」とは、特定施設内で勤
務することを要するものではなく、夜間においても指定特定施設入居者生活介護事業者から連絡で
き、必要な場合には指定特定施設入居者生活介護事業者からの緊急の呼出に応じて出勤する体制を
いうものである。具体的には、
 イ 特定施設において、管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、夜間にお
ける連絡・対応体制（オンコール体制）に関する取り決め（指針やマニュアル等）の整備がなされ
ていること。
 ロ 管理者を中心として、介護職員及び看護職員による協議の上、看護職員不在時の介護職員に
よる利用者の観察項目の標準化（どのようなことが観察されれば看護職員に連絡するか）がなされ
ていること。
 ハ 特定施設内研修等を通じ、介護職員及び看護職員に対して、イ及びロの内容が周知されてい
ること。
 ニ 特定施設の看護職員とオンコール対応の看護職員が異なる場合には、電話やＦＡＸ等により
利用者の状態に関する引継を行うとともに、オンコール体制終了時にも同様の引継を行うこと。
 といった体制を整備することを想定している。

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
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13 イ及びロについて、指定特定施設において、協力医療機関（指定居宅サービス基準第
191条第１項（指定居宅サービス基準第192条の12において準用する場合を含む。）に規定
する協力医療機関をいう。）との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の病歴等の情報を
共有する会議を定期的に開催している場合は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区
分に応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 当該協力医療機関が、指定居宅サービス基準第191条第２項各号に掲げる要件を満たし
ている場合 100単位
(2) (1)以外の場合 40単位

【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三
十七号）】
第百九十一条

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当
たってては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。
 一 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、
常時確保していること。
 二 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療
を行う体制を、常時確保していること。

【新設】協力医療機関連携加算

(13) 協力医療機関連携加算について

① 本加算は、高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居
者の急変時等に備えた関係者間の平時からの連携を強化するため、入居者の病歴等の情報共有や急
変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するものである。
② 会議では、特に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入居者や新規
入居者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入居者全員
について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない。
③ 協力医療機関が居宅サービス基準第191条第２項第１号及び第２号に規定する要件を満たして
いる場合には (1)の100単位、それ以外の場合は(2)の40単位を加算する。(1)について、複数の医療
機関を協力医療機関として定めることにより当該要件を満たす場合には、それぞれの医療機関と会
議を行う必要がある。(1)を算定する場合において、居宅サービス基準第191条第３項に規定する届
出として当該要件を満たす医療機関の情報を都道府県等に届け出ていない場合には、速やかに届け
出ること。
④ 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に１回以上開催されている必要がある。ただし、電子的
システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時確認できる体制が確保
されている場合には、定期的に年３回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医
療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入居者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等
を行う会議を実施することが望ましい。
⑤ 会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器
をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚
生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労
働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
⑥ 本加算における会議は、指定居宅サービス基準第191条第３項に規定する、入居者の病状が急
変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。
⑦ 看護職員は、前回の情報提供日から次回の情報提供日までの間において、居宅サービス基準第
186条に基づき、利用者ごとに健康の状況について随時記録すること。
⑧ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。
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14 イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定特定施設の従業者が、利
用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のス
クリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング加算として1回につき20単位を所
定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スク
リーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

【変更】口腔・栄養スクリーニング加算
【終了】口腔衛生管理体制加算

(14) 口腔・栄養スクリーニング加算について

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（以下「口腔ス
クリーニング」という。）及び栄養状態のスクリーニング（以下「栄養スクリーニング」とい
う。）は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 な
お 、介護職員等は、利用者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握すること。
② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞれ
次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。 ただし、イのｇ及
びｈについては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。
   なお、口腔及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・
個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）を参照するとともに、口腔スクリー
ニングの実施に当たっては、｢入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する口腔の健康状態
の確認に関する基本的な考え方｣（令和６年３月日本歯科医学会）等の関連学会が示す記載等も参
考にされたい。
 イ 口腔スクリーニング
  ａ 開口ができない者
  ｂ 歯の汚れがある者
  ｃ 舌の汚れがある者
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【厚生労働大臣が定める施設基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十六号）】
四十二の六 特定施設入居者生活介護費、小規模多機能型居宅介護費、認知症対応型共同生
活介護費、地域密着型特定施設入居者生活介護費、介護予防特定施設入居者生活介護費、介
護予防小規模多機能型居宅介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における口腔・
栄養スクリーニング加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、当該
利用者の口腔の健康状態に関する情報(当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれ
のある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援
専門員に提供していること。
 ロ 利用開始時及び利用中六月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者
の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に
必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。
 ハ 通所介護費等算定方法第五号、第七号から第九号まで、第十九号、第二十一号及び第
二十二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

  ｃ 舌の汚れがある者
  ｄ 歯肉の腫れ、出血がある者
  ｅ 左右両方の奥歯でしっかりかみしめることができない者
  ｆ  むせがある者
  ｇ ぶくぶくうがいができない者
  ｈ 食物のため込み、残留がある者
 ロ 栄養スクリーニング
  ａ ＢＭＩが18.5未満である者
  ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」
（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの
№11の項目が「１」に該当する者
  ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／dl以下である者
  ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者
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ホ 退居時情報提供加算 250単位

注 イについて、利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対し
て、当該利用者の同意を得て、当該利用者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、
当該利用者の紹介を行った場合に、利用者１人につき１回に限り算定する。

(17) 退居時情報提供加算について

① 入居者が退居して医療機関に入院する場合、当該医療機関に対して、入居者を紹介するに当
たっては、別紙様式12の文書に必要な事項を記載の上、当該医療機関に交付するとともに、交付し
た文書の写しを介護記録等に添付すること。
② 入居所者が医療機関に入院後、当該医療機関を退院し、同一月に再度当該医療機関に入院する
場合には、本加算は算定できない。

チ 高齢者施設等感染対策向上加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用す
る方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定特定施
設が、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

(1) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位
(2) 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) ５単位

【新設】高齢者施設等感染対策向上加算

【新設】退居時情報提供加算

(20) 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ)について

① 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ)は、高齢者施設等における平時からの感染対策の実施や、感染症発
生時に感染者の対応を行う医療機関との連携体制を評価するものであること。
② 高齢者施設等において感染対策を担当する者が、医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練
に少なくとも１年に1回以上参加し、指導及び助言を受けること。院内感染対策に関する研修又は訓練につい
ては、診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数表の区分番号Ａ２
３４－２に規定する感染対策向上加算（以下、感染対策向上加算という。）又は医科診療報酬点数表の区分
番号Ａ０００に掲げる初診料の注11及び再診料の注15に規定する外来感染対策向上加算に係る届出を行った
医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス又は訓練や職員向けに実施する院内感染対策に関
する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス又は訓練を対象とする。
③ 居宅サービス基準第192条により準用する第104条第２項に基づき、介護職員その他の従業員に対して実
施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関等における研
修又は訓練の内容を含めたものとすること。
④ 居宅サービス基準第191条第４項において、指定特定施設は、施設の入居者が新興感染症に感染した際
に感染者の診療等を行う第二種協定指定医療機関と連携し、新興感染症発生時等における対応を取り決める
よう努めることとしており、加算の算定にあたっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

12 / 15 ページ



【香川県令和5年度集団指導（介護保険施設等）】 特定施設入居者生活介護

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
四十二の七 特定施設入居者生活介護費における高齢者施設等感染対策向上加算の基準

イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）第六
条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」という。）との間
で、新興感染症（同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感
染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を行う体制を確保し
ていること。
 (2) 指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項本文（指定居宅サービス等基準第百九十二条の
十二において準用する場合を含む。）に規定する協力医療機関その他の医療機関（以下この号におい
て「協力医療機関等」という。）との間で、感染症（新興感染症を除く。以下この号において同
じ。）の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切
に対応していること。
 (3) 診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点数表」という。）
の区分番号Ａ２３４―２に規定する感染対策向上加算（以下「感染対策向上加算」という。）又は医
科診療報酬点数表の区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注11及び区分番号Ａ００１に掲げる再診料
の注15に規定する外来感染対策向上加算（以下「外来感染対策向上加算」という。）に係る届出を
行った医療機関等が行う院内染対策に関する研修又は訓練に一年に一回以上参加していること。

ロ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
 感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、三年に一回以上、事業所内で感染者が発生し
た場合の対応に係る実地指導を受けていること。

よう努めることとしており、加算の算定にあたっては、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発
生時等の対応を行う体制を確保していること。新興感染症発生時等の対応としては、感染発生時等における
相談、感染者の診療、入院の要否の判断等が求められることから、本加算における連携の対象となる第二種
協定指定医療機関は診療所、病院に限る。なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーショ
ンとの連携を行うことを妨げるものではない。
⑤ 季節性インフルエンザやノロウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症など特に高齢者施設等におい
て流行を起こしやすい感染症について、協力医療機関等と連携し、感染した入居者に対して適切に医療が提
供される体制が構築されていること。特に新型コロナウイルス感染症については、「高齢者施設等における
医療機関との連携体制等にかかる調査の結果について（令和５年12月７日付事務連絡）」のとおり新型コロ
ナウイルス感染症の対応を行う医療機関との連携状況等を調査しており、引き続き感染者の対応が可能な医
療機関との連携体制を確保していること。

（21) 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅱ)について

① 高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅱ)は、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、少なくと
も３年に１回以上、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合に、月１
回算定するもの。
② 実地指導については、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関において設置された感染制御チー
ムの専任の医師又は看護師等が行うことが想定される。
③ 居宅サービス基準第192条により準用する第104条第２項に基づき、介護職員その他の従業員に対して実
施する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の内容について、上記の医療機関による実地指
導の内容を含めたものとすること。
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リ 新興感染症等施設療養費（１日につき） 240単位

注 指定特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対
応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対
し、適切な感染対策を行った上で、指定特定施設入居者生活介護を行った場合に、１月に１
回、連続する５日を限度として算定する。

(22) 新興感染症等施設療養費について

① 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した
高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点か
ら、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者の療養を施設内で行う
ことを評価するものである。
② 対象の感染症については、今後のパンデミック発生時等に必要に応じて厚生労働大臣が指定す
る。令和６年４月時点においては、指定している感染症はない。
③ 適切な感染対策とは、手洗いや個人防護具の着用等の標準予防策（スタンダー ド・プリコー
ション）の徹底、ゾーニング、コホーティング、感染者以外の入所者も含めた健康観察等を指し、
具体的な感染対策の方法については、「介護現場における感染対策の手引き（第３版）」を参考と
すること。

ヌ 生産性向上推進体制加算

注 イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、電子情
報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局長が定める様式による届出
を行った指定特定施設において、利用者に対して指定特定施設入居者生活介護を行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、
次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。

(1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位

【新設】生産性向上推進体制加算

【新設】新興感染症等施設療養費

２の(25）を準用する。

(25) 生産性向上推進体制加算について

 生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例について」 を参照すること。

14 / 15 ページ



【香川県令和5年度集団指導（介護保険施設等）】 特定施設入居者生活介護

【厚生労働大臣が定める基準（平成二十七年厚生労働省告示第九十五号）】
四十二の八 特定施設入居者生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準

第三十七号の三の規定を準用する。

三十七の三 短期入所生活介護費における生産性向上推進体制加算の基準

イ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ)  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた
めの委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確
認していること。
  (一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護機器」とい
う。）を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保
  (二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
  (三) 介護機器の定期的な点検
  (四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修
 (2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減
に関する実績があること。
 (3) 介護機器を複数種類活用していること。
 (4) (1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並
びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の
実施を定期的に確認すること。
 (5) 事業年度ごとに(1)、(3)及び(4)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。

ロ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1) イ(1)に適合していること。
 (2) 介護機器を活用していること。
 (3) 事業年度ごとに(2)及びイ(1)の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。
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